
2026年2月20日（金）ちゃんと 2

　
毎
日
、
冷
え
込
む
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
皆

さ
ま
、
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？

　
先
月
は
成
人
式
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
成
人
を
迎

え
ら
れ
た
お
嬢
さ
ま
、
そ
の
日
を
支
え
ら
れ
た
お

母
さ
ま
、
ご
家
族
の
皆
さ
ま
、
改
め
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

晴
れ
の
日
の
娘
さ
ん
の
振
袖
姿
を
見
な
が
ら
ふ

と
、
ご
自
身
が
袖
を
通
し
た
日
の
こ
と
も
思
い
出

し
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
時

の
振
袖
、
今
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
？ 

タ
ン
ス
の

中
？ 

実
家
に
置
き
っ
ぱ
な
し
？
せ
っ
か
く
の
一

枚
そ
の
ま
ま
だ
と
も
っ
た
い
な
い
気
が
し
ま
せ
ん

か
？
大
人
に
な
っ
た
私
た
ち
で
す
が
、
も
う
一

度
、
袖
を
通
し
て
み
て
も
い
い
は
ず
。

　『
振
袖
は
未
婚
女
性
の
も
の
』と
言
わ
れ
る
事
は

承
知
の
上
で
そ
れ
で
も
楽
し
ん
だ
っ
て
い
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
！ 

だ
っ
て
も
っ
た
い
な
い
で
す
も

ん
。
と
い
う
訳
で
理
由
な
ん
て
い
り
ま
せ
ん
。
た

だ
自
分
の
振
袖
を
見
せ
合
い
、
ち
ょ
っ
と
袖
を
通

し
た
り
し
て
褒
め
ち
ぎ
る
会
を
開
き
ま
す
！

　
自
慢
の
振
袖
の
お
話
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
し
ま
い
込
ん
だ
振
袖
に
も
う
一
度
光
を
当

て
て
あ
げ
ま
せ
ん
か
？
き
っ
と
今
の
あ
な
た
に
も

あ
の
一
枚
は
よ
く
お
似
合
い
で
す
よ
。

Ki・Ciao!

はまちよの

キ モ ノ 着 ちゃ お っ！

第
35
回
　
大
人
に
な
っ
た
私
た
ち
の
振
袖 

　
　
　
　
　
　
　‒

理
由
は
い
ら
な
い
。
た
だ
、
楽
し
む
。

防衛特別法人税が始まります防衛特別法人税が始まります
　消費税の廃止やゼロ税率が大きな話題となる中、昨年１２月には税制改正大綱が公表さ
れ、今後の税制改正の方向性が徐々に明らかになってきました。しかし、私たちは直近の
改正だけでなく、過去の税制改正ですでに決定されている令和８年からの制度変更にも目
を向けていく必要があります。
　そこで今回は、令和７年税制改正により新たに創設された「防衛特別法人税」について
取り上げます。

平成22年6月より千歳の地にてあすか税理士法人千歳事務所として活動しております。
税や経営支援に関する各分野に精通した社員が10名在籍しております。

あすか税理士法人

TEL 0123-40-1200お問合せはお気軽にお電話ください。

防衛特別法人税の創設
　防衛力の抜本的強化に伴う防衛費を安定的に確保するため、新たに「防衛特別法人税」が創
設されます。あわせて、令和５年度税制改正で検討されていた「防衛特別所得税」については、
復興特別所得税の税率を１％引き下げつつ課税期間を１０年延長し、新たに税率１％の所得税
を上乗せする仕組みとして位置づけられています。こちらは令和８年度税制改正で令和９年分
から適用することが明記されました。

防衛特別法人税の適用開始時期
　防衛特別法人税は、令和８年４月１日以降に開始する事業年度から適用されます。そのた
め、令和８年４月１日から令和９年３月３１日の事業年度の決算に係る法人税から適用される
こととなります。なお、中間申告に係る防衛特別法人税は令和９年４月１日以後を基準とする
中間納税から適用開始となります。

■注意が必要なポイント
　中小企業については、基礎控除額の500万円が大きく作用するため、防衛特別法人税によ
る追加的な税負担は限定的であり、実務面での影響も比較的小さいと考えられます。
一方で、上場企業の子会社など税効果会計を適用している法人では、法定実効税率の変動に
より繰延税金資産・負債の評価替えが必要となる場合があります。そのため、税負担の増加に
とどまらず、決算業務や開示にも一定の影響がおよぶことが想定されます。

■防衛特別法人税の計算

　防衛特別法人税は、基準法人税額から基礎控除額である500万円を差し引いた金額に対
し、税率4％を乗じて計算されます。したがって、法人税額が500万円以下の場合には、防衛
特別法人税は課税されません。例えば、法人税の課税所得が5,000万円の場合、法人税額は
約1,100万円となります。このうち500万円を控除した600万円が課税標準となり、税率
4％を適用すると、約24万円の税負担が追加されることになります。

防衛特別法人税の計算イメージは以下の図のようになります。

所得税額控除等 基礎控除額
（年500万円）

×4％

外国税額控除等
法人税の額

基準法人税額
課税標準
法人税額 防衛特別

法人税額 納付税額

国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/
 pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

あすか税理士法人グループの
や さ し い 法 律 講 座第 　回第 　回5858

申込&電話予約開始 2/25(水)
申込締切   3/22(日)18:00迄

・短期教室1コース料金
・4・５月教室2カ月分料金

・4・５月教室2カ月分料金

16,500円が

11,600円が

千歳市流通3丁目1-9

3/29（日）～31（火）3/29（日）～31（火）3/29（日）～31（火）3/29（日）～31（火）

Aコース 9：00～ 9：50

Bコース 11:00～11：50

Cコース 13：00～13：50

Dコース 15：00～15：50

【一般生&教室生】

(2歳半～小学生迄）

（2歳半～中学生迄)

（4歳～中学生迄)

（4歳～中学生迄)

※Aコースは4～5班体制で
　水慣れから面かぶりクロールまで
※B、C、Dコースは6～8班体制で
　水慣れから個人メドレーまで
※申込状況によって受付を
　締め切る場合もございます。

短期教室 & 4月からの教室に同時申込で

TEL 0123-49-7001千歳市温水プール
日本代表選手輩出、国民スポーツ大会代表選手輩出、ジュニアオリンピックでメダルを獲得した【CANSAY千歳】選手・育成コースなども展開

入講特典❶

短期教室期間内の入講手続きで入講特典❷

一
般
生
料
金

1コース受講 4,900円
2コース受講 9,200円
3コース受講 13,800円
【級判定のテストあります】

【全て進級テストあります】

【A・B・C・Dコース】教
室
生
料
金

1コース受講 4,300円
2コース受講 8,000円
3コース受講 12,000円

0000円円円円ゼロ
0000円円円円ゼロ

春休み●短期

【手続き当日の持ち物】
顔写真（縦3cm×横2.5cm）1枚、金融機関（北海道銀行／北洋銀行／ゆうちょ銀行 のいずれか）の通帳とお届け印

※6カ月在籍が条件です

※6カ月在籍が条件です

水泳教室

1年に1回の特別キャンペーン!1年に1回の特別キャンペーン!

おすすめコーナーおすすめコーナー

苫東ファーム 朝採れいちご
令和7年恵庭産 「おぼろづき」他

5kg 3,850円～

※商品は変更になる
　場合がございます

かのな恒例！！

ハズレなし！！

��
（日）

���� ��
（土）

開催期間中 、
1,500円（税込）
お買い上げ毎に
1回抽選できます

開催期間中 、
1,500円（税込）
お買い上げ毎に
1回抽選できます
※等賞品は当日

「店頭」にて発表します
※等賞品は当日

「店頭」にて発表します

道と川の駅「花ロードえにわ」地内　恵庭市南島松817-4
営業時間 [冬季]10:00～16:00　TEL 0123-36-2700

《office》 千歳市幸町6丁目14番地9 リーガルオフィスビル2F（駐車場完備）

tel.(0123)23-0374   fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/まずはお電話ください! ホームページ

司法書士
札幌司法書士会会員 佐藤事務所

佐藤 大吾　代表者 司法書士 有野 弘実　司法書士

相続 法人遺言書 不動産 成年後見 法律トラブル司
法
書
士

佐
藤
事
務
所
で
す
。

あ
な
た
の
身
近
な

相
談
相
手

JR千歳駅

千歳郵便局

千歳
ステーション
プラザ

プレイランド
ハッピーさん

ENEOSさん

海老天
さん

交番

浜寿しさん

ローソン
さん

●

●

●●

●
中央大通 苫小牧方面→←札幌方面

↑
サ
ー
モ
ン
パ
ー
ク

↑
サ
ー
モ
ン
パ
ー
ク

36
号
・
支
笏
湖
↓ ホテル ルートインさん

337

337

ホテルエリアワン千歳さん

クイーンズホテル千歳さん

P

【交通アクセス】

リーガルオフィスビル

司法書士
佐藤事務所 佐藤事務所

専用駐車場

簡裁訴訟代理・訴状・強制執行裁　判不動産登記、商業・法人登記・相続 など登　記 公正証書・遺言・内容証明・供託


